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【幹事会提案】 

 

「公立北部医療センター」の名称変更について 

 

 

１ 名称変更案  公立沖縄北部医療センター 

 

２ 提案理由 

「北部医療センター」という名称では、国内のどこの病院か不明

確であること。また、医師等の採用活動を行う上で、沖縄にある病

院と分かるよう、「公立沖縄北部医療センター」という名称にして

はどうかとの提案があり、幹事会の総意で賛同されたことから、幹

事会提案として協議会へ諮ることとなった。 

 


